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かったり、異議申立てもしないという場合があります。

このような場合にはすでに発付された支払督促に仮執行宣言を付けて、

強制執行が可能な文書（これを「債務名義」といいます）を取得する必要

があります。この仮執行宣言付支払督促が相手方に送達されて２週間以内

に異議申立てがないと、これが確定し、申立人が勝訴判決を得たときと同

様に強制執行できる書面となります。

２

相手方（債務者）が支払督促を受け取った日の翌日から１４日経過した

日から数えて３０日間です。この期間が過ぎると支払督促は効力を失い、

仮執行宣言の申立てができなくなります。

1 仮執行宣言申立書　　１通

２ 当事者目録、請求の趣旨及び原因のコピー２通(債務者が２名のときは３通)

３ 郵便切手 債務者用　１，２０４円（但し50gまで）

（なるべく少ない枚数の切手で予納してください。）

（９４円の場合は、受領書も提出してください。）

４ はがき 債権者の住所氏名を宛先にお書きの上、提出してください。

債務者の送達日等の連絡に使用します。

仮執行宣言の申立について

（６３円）

相手方が、支払督促を受け取ったにもかかわらず、支払に応じてくれな

仮執行宣言の申立てができる期間は、

債権者用　１，２０４円又は９４円（但し50gまで）

《仮執行宣言の申立てに必要な書類》

→コピーは印影のないものをご提出ください。
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円 ＝ 円 ＋

円 ＋

円 ＝ 円 ＋

円 ＝ 円 ＋ 円

円

円

[債務者１名につき]
1,204円（特別送達）

及びはがき１枚
　（63円）

予納郵券額
(はがき 枚添付)

※２　あらかじめ（この申立書と共に）正本の「受領書」を提出してください。

裁　判　所　記　載　欄

支払督促正本を債務者に送達する為に、

申立て後に更に提出いただいた郵便切手代

支払督促手続の追加費用

1,204 （特別送達）

94 （普通郵便※２）

2,408

※「はがき代」は、費用に含めません。

※１　支払督促申立時に使用された印鑑(または、その印鑑が押された「受領書」)をご持参ください。

※「はがき代」は、費用に含めません。

0

1,298 円 ＝
送達に代えて送付に同意

1,204

  大阪簡易裁判所　裁判所書記官　殿

債　権　者

（来庁受領※１）

仮執行宣言手続費用[同正本送達のための郵便代(郵便切手で納めてください。)]

合　　計 債権者への正本送達費用 債務者への正本送達費用

さい。

令和

債務者は、上記送達日に支払督促正本の送達を受けていながら、法定

期間内に督促異議の申立てをせず、また支払督促申立後に債務の支払い

を一切していないので、下記手続費用を加えて、仮執行宣言をしてくだ

支払督促送達日 令和

当 事 者
債　権　者

債　務　者

仮 執 行 宣 言 申 立 書
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